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OMIC Food Safety Newsletter No. 587 Sep 8, 2023 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 

=========================================================================================== 
★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

1. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                          (2023 年 8 月下旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

8/23 
ベトナム産 

ドリアン 
プロシミドン 解除 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001137704.pdf 

基準値 0.01 mg/kg – ppm 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 

2. 最近のタイ産品の輸入違反事例                                       (2023 年 8 月下旬) 

日付 品名 不適格内容 基準 検査の種類 

8/24 
生鮮ドリアン 

（2 件） 
プロシミドン 
0.03 ppm 検出 

0.01 
mg/kg – ppm 

検査命令 

 
★ RASFF マンスリーレポート 

EU におけるタイ産品の違反状況                                        (2023 年 8 月中旬～下旬) 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

8/16 デンマーク ロンコン中の農薬（オメトエート） 
information notification 

for attention 

8/18 ドイツ 
パッションフルーツ中の農薬（シペルメトリ

ン） 

information notification 

for attention 

8/22 オランダ 鶏肉調製品中の塩素酸塩 
border rejection 

notification 

8/23 オランダ 鶏肉調製品中の塩素酸塩 
border rejection 

notification 

8/25 オランダ 鶏肉調製品中の塩素酸塩 
border rejection 

notification 

8/25 オランダ 鶏肉調製品中の塩素酸塩 
border rejection 

notification 
 
★ FDAによる食品中の部分水素添加油に関する最終行政措置 

米国食品医薬品局（FDA）は、食品への部分水素添加油（PHO）の使用は『一般的に安全と認められる

もの（GRAS）』ではないとする最終決定（トランス脂肪削減対策の一環として2015 年に発表）に関連

する行政措置を完了するため、直接最終規則を発行しました。また、連邦官報の同じ号に付随提案規

則を掲載しました。FDAは、直接最終規則と付随提案規則について2023年10月23日まで意見を募集し、 

この間に直接最終規則について重要な反対意見がなければ、2023年12月22日に発効する予定です。 

※詳細は次のURLを御覧下さい。 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-completes-final-administrative-

actions-partially-hydrogenated-oils-foods 

※備考：GRAS制度は、1958年の食品添加物に関する法律の改定により導入されました。導入当初は、

目的の物質がGRASに該当するのかをFDAが評価し認証していました。その後、1997年4月17日に制度が

変更され、事業者が自らGRASであることを評価してFDAに通知し、FDAが異議を申し立てなければGRAS 

Notice Inventoryに収載されるという現在の形式になりました。今回のFDAの対応は、2015年の最終決

定の際に個別対応が必要とされた案件で、PHOの使用が、①1958年以前に認められていたもの、②GRAS

としてFDA が過去に認証していたもの、③個別の食品規格の任意成分として規定されていたものにつ

いて規則を廃止することが目的です。 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.588の発行は、2023年9月22日とさせて頂きます。 

以降のスケジュールについて、2023年10月は2回発行、11月以降は毎月1回発行を予定しております。 
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